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議
事
日
程
第
六
号

令
和
六
年
三
月
七
日
（
木
曜
日
）

午
前
十
一
時
三
十
分
開
議

第

一
、
知
事
の
説
明

第

二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
に
同
じ

午
前
十
一
時
三
十
分
開
議

本
日
の
出
席
議
員

四
十
一
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

櫻

田

憂

子

三

番

山

形

健

二

四

番

高

橋

健

五

番

武

内

伸

文

六

番

小
棚
木

政

之

七

番

髙

橋

豪

八

番

瓜

生

望

九

番

島

田

薫

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

薄

井

司

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

宇
佐
見

康

人

十

五

番

住

谷

達

十

六

番

児

玉

政

明

十

七

番

小

山

緑

郎

十

八

番

小

野

一

彦

十

九

番

鈴

木

真

実

二

十

番

沼

谷

純

二
十
一
番

加

藤

麻

里

二
十
二
番

小

原

正

晃

二
十
三
番

三

浦

茂

人

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

鈴

木

健

太

二
十
七
番

佐

藤

信

喜

二
十
八
番

今

川

雄

策

二
十
九
番

髙

橋

武

浩

三

十

番

石

田

寛

三
十
一
番

渡

部

英

治

三
十
二
番

北

林

丈

正

三
十
三
番

竹

下

博

英

三
十
四
番

原

幸

子

三
十
五
番

工

藤

嘉

範

三
十
六
番

加

藤

鉱

一

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

佐

竹

敬

久

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

猿

田

和

三

理

事

佐
々
木

薫

理

事

丹

治

純

子

総

務

部

長

長

嶋

直

哉

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

伊

藤

真

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

久

米

寿

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

水

澤

里

利

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

石

黒

道

人

健

康

福

祉

部

長

高

橋

一

也

生

活

環

境

部

長

川

村

之

聡

農

林

水

産

部

長

齋

藤

正

和
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産

業

労

働

部

長

石

川

定

人

建

設

部

長

川

辺

透

会
計
管
理
者
（
兼
）

小

西

弘

紀

出

納

局

長

財

政

課

長

齊

藤

大

幸

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

森

田

正

敏

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
三
月
七
日
、
知
事
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
記
載
の
と
お
り
そ
れ

ぞ
れ
関
係
委
員
会
に
付
託
し
た
。

（
付
託
委
員
会
）

議
案
第
一
一
四
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正

(1)

予
算
（
第
一
〇
号
）

議
案
第
一
一
五
号

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免

総
務
企
画
委
員
会

(2)

責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案

議
案
第
一
一
六
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

同

(3)

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

議
案
第
一
一
七
号

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

同

(4)

る
条
例
案

議
案
第
一
一
八
号

秋
田
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

福
祉
環
境
委
員
会

(5)

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

案

議
案
第
一
一
九
号

秋
田
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及

同

(6)

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
案

議
案
第
一
二
〇
号

秋
田
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及

同

(7)

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
案

議
案
第
一
二
一
号

秋
田
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設

同

(8)

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
案

議
案
第
一
二
二
号

秋
田
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

同

(9)

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
二
三
号

秋
田
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

同

(10)

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
案

議
案
第
一
二
四
号

秋
田
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

同

(11)

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
二
五
号

秋
田
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人

同

(12)

員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
二
六
号

秋
田
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設

同

(13)

及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
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準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
二
七
号

秋
田
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業

同

(14)

者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指

定
等
の
申
請
者
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案

議
案
第
一
二
八
号

秋
田
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

同

(15)

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
二
九
号

秋
田
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の

同

(16)

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
三
〇
号

秋
田
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

同

(17)

事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
三
一
号

秋
田
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人

同

(18)

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
案

議
案
第
一
三
二
号

秋
田
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の

同

(19)

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
案

議
案
第
一
三
三
号

秋
田
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及

同

(20)

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
案

議
案
第
一
三
四
号

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基

産
業
観
光
委
員
会

(21)

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案

議
案
第
一
三
五
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関

教
育
公
安
委
員
会

(22)

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案

総

務

企

画

委

員

会

三
件

福

祉

環

境

委

員

会

一
六
件

産

業

観

光

委

員

会

一
件

教

育

公

安

委

員

会

一
件

一
、
二
月
二
十
九
日
、
監
査
委
員
か
ら
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、

三
月
一
日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

例
月
出
納
検
査
報
告
書

登
載
省
略

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

日
程
第
一
、
知
事
の
説
明
を
行
い
ま
す
。
知
事
の
発
言

を
許
し
ま
す
。

【
知
事
（
佐
竹
敬
久
君
）
登
壇
】

●
知
事
（
佐
竹
敬
久
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

追
加
提
案
い
た
し
ま
し
た
補
正
予
算
案
及
び
そ
の
他
の
議
案
に
つ
い
て
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
の
補
正
予
算
案
は
、
災
害
り
災
者
見
舞
金
な
ど
、
各
種
事
業
の
実
績
見

込
み
に
よ
る
事
業
費
の
減
額
等
に
つ
い
て
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
額
は
、
六
億
一
千
九
百
九
十
四
万
円
の
減
額
で
あ
り
、
補
正
後
の

総
額
は
、
六
千
四
百
二
十
八
億
六
百
六
十
一
万
円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
単
行
議
案
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
地

方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
新
設
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
地
方
税
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
個
人
県
民
税
の
定
額
減
税
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
日
程
第
二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
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の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
百
十
四
号
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
十
四
号
は
、

予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
三
十
二
分
散
会


